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鈴木康友知事の県政運営にあたっての基本的な考え方鈴木康友知事の県政運営にあたっての基本的な考え方

　行政運営は企業経営とよく似ており、これからの行政に求
められるのは、明確な「経営」の方針であります。 社会課題が
複雑化し、自治体経営が難しさを増す中、リーダーである首長
が、判断の物差しをもっていることが大変重要であります。 私

の経営方針は、大きく5つあります。
　まず、第1の方針は、県政においても経営感覚を持ち、将
来世代に対して責任を負うことであります。 今を生きる人々や
社会に対して的確な施策を講じ、福祉の向上や社会の発展
に力を注ぐことは当然ですが、それと同等に将来世代に対し
て責任を負うことが必要であります。 税金も資源も有限であ
り、将来と現在のバランスをとっていかなければなりません。こ
うした基本的な考えのもと、将来にツケを残さない健全財政
の堅持に努めるとともに、将来を見据えた様々な施策にも取
り組んで参ります。
　第2の方針は、税金を無駄にしないことであります。 私達が
動かす大きなお金は、県民の皆様からお預かりした大切な税
金であります。 職員、そして私自身も、地方自治法に定める
「最少の経費で最大の効果を挙げる」ことを、戒めとして参り
ます。
　第3の方針は、前例踏襲や役所の常識にとらわれず、新し
いことに挑戦することであります。 時代が大きく変化している
中、時代の先を読み、新しいことに意欲的に挑戦する姿勢が
求められております。 その為には、自治体の体質や組織の考

え方を変えていくＬＧＸ（ローカル・ガバメント・トランスフォーメ
ーション）を実行することが重要であります。 新しいことに取り
組めば必ず壁にぶつかりますが、職員とともに、私自身も知恵
を出し、汗もかいて、先頭に立って取り組んで参ります。
　第4の方針は、「巧遅より拙速」であります。 これは、巧みで
遅いよりも、多少拙くてもスピードが重要という意味でありま
す。 最近の経営用語で申し上げれば「アジャイル」です。 まず
やってみて、その結果を踏まえて改善を加え、より良いものに
仕上げていくという手法です。 拙速に事を進めてはいけない
こともありますが、スピード感を持つことは自治体にとっても大
変重要であります。 職員とともに、スピード感を大切にして仕
事をして参りたいと思います。
　第5の方針は、人を活かすことであります。 「人財」が育たな
ければ、県の発展も県民サービスの充実も図ることが出来ま
せん。 人財たり得る重要な要件は、出来ない理由を並べるの
ではなく、どうしたら出来るかを前向きに考える姿勢が必要で
あります。 特に、物事が前に進まない場合には、私が率先し
て解決し、リーダーとして範を示して参ります。

❶ 県政においても経営感覚を持ち、
　 将来世代に対して責任を負うこと
❷ 税金を無駄にしないこと
❸ 前例踏襲や役所の常識にとらわれず、
　 新しいことに挑戦すること
❹ 「巧遅より拙速」
❺ 人を活かすこと

５つの経営方針５つの経営方針

　私の基本姿勢は、リニア中央新幹線の必要性は理解
し、推進する立場であるものの、大井川の水資源及び南
アルプスの自然環境の保全との両立を堅持するものであ
ります。 国の関与のもと、一つ一つの課題の解決に向け
て、大井川流域の市町等としっかりと連携し、ＪＲ東海との
対話をスピード感を持って進めて参ります。

　あわせて、リニア建設に伴う本県へのメリットについて、
議論を進めていくことも非常に重要であります。 東海道
新幹線の利便性の向上をはじめ、県内市町の御意見を
伺いながら、本県のメリットの最大化に向けて、しっかりと
ＪＲ東海と話を進めて参ります。

リニア中央新幹線

　子どもは未来の宝との認識のもと、「こども第一主義」の姿勢で
取り組んで参ります。 出生率の低下は大きな課題であります。 その
主な原因である未婚化と晩婚化にしっかりと向き合い、結婚、妊
娠、出産、子育ての各段階で切れ目のない支援を行うことで、安心
して結婚や子育てが出来る環境を整えて参ります。
　また、未来を担う人材を育成する上で、教育の果たす役割は重
要であります。 不登校の児童生徒に対しては、バーチャルスクール
やフリースクール等との連携により、誰一人取り残さない教育を推
進するとともに、デジタル人材の育成や特色ある高校教育を推進
する等、子どもの才能を伸ばす教育にも力を入れて参ります。
　人生100年時代を迎える中、健康寿命の延伸がますます重要と
なっております。 本県は、既に全国有数の健康長寿県ではあります
が、まだまだ伸びしろがあります。 医療健康産業の進化や山梨県と
の医療連携、さらには温泉や食といった県内の資源を結びつけた
取り組みを進めて参ります。 また、誰もが住み慣れた地域で自立し
た生活を送れるよう、地域包括ケアの充実を図って参ります。
　さらに、全ての県民の皆様に必要な医療を提供する為には、医
師不足の解消が必要であります。 本県の医師不足につきまして
は、県全体として医師の絶対数の不足とともに、県内の地域的な
偏在が大きな課題と捉えております。 この為、医療関係者の御意
見も伺いながら、例えば若手医師の受入環境を整えながら、既存の
医学修学研修資金制度を拡充する等、まずは即効性のある対応を
検討して参ります。

子育て・教育
医療・福祉

　県民の皆様の幸せを実現する為には、有事に備え、生
命・財産を守る為の取り組みが極めて重要であります。
　本年1月1日に最大震度7を観測した能登半島地震で
は、多くの人命が犠牲となりました。
　伊豆半島を有する本県においても、今回の震災を教訓
に、半島防災の取り組みを強化して参ります。 それに加
え、近年、頻発化、激甚化する豪雨災害等を踏まえ、市町
とも連携した上で、「ＴＯＵＫＡＩ－０」による家屋の耐震化
等の「自助」、自主防災組織の支援による地域防災力の

強化等の「共助」、道路ネットワークの構築や計画的な河
川整備等の「公助」の各分野において、それぞれの取り
組みを強化して参ります。
　持続可能な社会を築いていく為、2050年のカーボン
ニュートラル社会の実現に向けた取り組みを、さらに加速
して参ります。 無秩序な開発ではなく、地域と共生した再
生可能エネルギーの導入を促進する他、民間企業や山
梨県と協働した水素エネルギーの利活用も率先して進め
て参ります。

　今後、人口減少に伴う更なる税収減が予想され、財政
の状況が厳しさを増すことが想定されております。 こうした
中、県民の皆様が必要とする行政サービスをしっかりと確
保し、地域社会を維持していく為には、これまで以上に、歳
入歳出両面の徹底した見直しや、施策の重点化等に取
り組む必要があります。 行政においても、最少の経費で
最大の効果を生むことが大原則であり、県行政に経営の
視点を注ぎ込むことで、より一層の重点化と効率化を図っ

て参ります。
　また、老朽化するインフラや公共施設につきましては、
後世にツケを残さないよう、将来を見据えた資産経営を行
うとともに、適正な県債管理等に取り組んで参ります。 あ
わせて、民間活力を有効に活用する
為、ＰＦＩやＰＰＰ等、官民連携手法を
積極的に活用して参ります。

中小・小規模事業者の
賃上げにつながる価格転嫁への支援

行財政改革鈴木知事は
こう考える！
鈴木知事は
こう考える！

防災・減災・暮らし・環境
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　産業は人々の生活を豊かにするとともに、そこから生まれる
利益が更なる投資や発展に繋がります。 その為、本県の更
なる成長に向けて、産業政策の強化は極めて重要でありま
す。 また、若者の定着という観点からも、魅力ある雇用の場の
確保が必要です。
　これまでの主力である製造業等に加え、将来の本県産業
を支える可能性のある、新規の企業を創出・育成していくこと
が重要であります。 その為、スタートアップ施策を充実・加速
させることによって、多くのスタートアップを本県内で創出する
とともに、首都圏等からの誘致も行って参ります。 特に、伊豆

地域や東部地域は、首都圏からのアクセスが比較的良好で
あることから、スタートアップ誘致やコミュニティ形成等の取り
組みを、積極的に進めて参ります。
　また、本県内に企業を集積させることで、より効果的な産業
発展を目指す観点も重要であります。 その為、企業立地件数
日本一を目指し、企業誘致の関連施策を充実させて参りま
す。特に、本県においては、進出したい企業があるにもかかわ
らず、土地が不足し、ボトルネックとなっております。 規制緩和
の仕組みを活用し、速やかな農地転用によって産業用地を
創出した浜松市の事例も踏まえ、県内全域で産業用地の確
保に努め、企業誘致を一層推進して参ります。
　加えて、大きな可能性を有する第一次産業の振興も重要
であります。 本県は豊かな自然に恵まれ、質の高い多彩な農

林水産物を産出しております。 今後の振興には様々な課題
がありますが、例えば、大きな課題である担い手不足について
は、関連大学において人材育成を着実に進めることに加え、
県外から新たな農業法人や優れた技術を持つ企業等を呼び
込むべく、私自らが国内外において、トップセールスを積極的
に実施する所存であります。
　さらに、産業としての観光も積極的に進めて参ります。 美し
い自然や豊かな食材、歴史・文化等、県内各地域には多彩な
観光資源があります。 市町や事業者と協働して、これらの資源
の魅力を改めて捉え直し、積極的にアピールすることで、来訪
者が訪れ、地域経済の好循環を生む観光地域づくりを進めて
参ります。 また、山梨、長野、愛知、神奈川といった隣接県との
連携による広域観光施策も積極的に進めて参ります。

産業・観光鈴木知事は
こう考える！
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　静岡県議会6月定例会が6月19日に開
会され、鈴木康友知事が、就任後初めて
の本会議で所信を表明致しました。
　冒頭、知事選で実感した県民の思いや
県東部・中部・西部の魅力を語り、「県全
体の均衡ある発展に向け、オール静岡で
幸福度日本一の静岡県を実現する」と宣
言致しました。 また、これからの行政に
は「経営感覚」と「スピード感」が重要だ
と強調し、「鈴木康友流」の県政運営方針

が打ち出されました。
　また、県議会や県内市町長と連携・協
力していくことも強調され、知事選の時
に指摘された政党間・地域間の対立を県
政運営に持ち込まないという姿勢が伝
わってくるとともに、「オール静岡」体制
構築への強い思いが感じられました。
　私も鈴木康友知事と共に、安心安全で
活力ある地域づくりを目指して努力し
て参ります。

知事選時に指摘された政党間・地域間の対立を県政運営に持ち込まない！知事選時に指摘された政党間・地域間の対立を県政運営に持ち込まない！

県民の思い、最優先‼県民の思い、最優先‼
県全体の均衡ある発展！県全体の均衡ある発展！

これからの行政には「経営感覚」と「スピード感」が重要！これからの行政には「経営感覚」と「スピード感」が重要！

鈴木康友知事と共に、新しい静岡県を！鈴木康友知事と共に、新しい静岡県を！

【答弁】 日本商工会議所の調査によりますと、
今年の春闘での中小企業の平均賃上げ率は
３．６２％にとどまり、５％を上回っている大企業
とは大きな格差があります。 賃上げにつながる
適切な価格転嫁を実現する為には、発注企業
と受注企業双方への働き掛けが重要であると
捉えております。
　まず、発注企業に対しては、下請取引の適
正化に向け国が進める「パートナーシップ構築

宣言」制度の普及啓発に努めております。 現
在、県内の登録企業数は昨年の２倍に上る
２千社を超え、価格転嫁受入の機運が一定程
度醸成されたと認識しており、引き続き注力し
て参ります。
　次に、受注企業に対しては、今年度新たに、
価格交渉力向上を目的とした経営者等向けの
スキルアップセミナーを開催する他、商工団体
の経営指導員を通じて、国が作成した価格交

渉ハンドブック等の活用を促して参ります。 加え
て、中小・小規模事業者にとって、身近な存在
である地域の金融機関と協力して、融資や設
備導入も含めた支援機関の相談窓口を幅広く
周知する等、きめ細かな支援を行って参ります。
　県と致しましては、国や関係機関と連携し
て、中小・小規模事業者の賃上げにつながる
価格転嫁への支援に、一層取り組んで参りま
す。
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「氾濫を出来るだけ防ぐ為の対策」 「被害対象を減少させる為の対策」
「被害の軽減・早期復旧・復興の為の対策」等の取り組みにより
「氾濫を出来るだけ防ぐ為の対策」 「被害対象を減少させる為の対策」
「被害の軽減・早期復旧・復興の為の対策」等の取り組みにより治水対策推進！治水対策推進！

⑦道路拡幅改良（昭和橋～島田市境）

⑤道路拡幅改良（楠沢橋～大出橋）

⑥橋梁改築（山鼻橋）橋長 、幅員
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主要地方道焼津森線
［現状］
・Ｒ５末事業進捗率70％
 （事業費ベース）
・Ｒ５末に東名直下の函渠工事が完成
［今後の予定］
・未買収用地の早期取得を目指して交
渉を進めていく。

 Ｒ６は７件の用地補償を行う。
・Ｒ６は道路工L=120ｍ、取合道路工を
施工予定。

国道150号バイパス（焼津市内）
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小川島田幹線
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県道大富藤枝線
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ス［現状］

・Ｒ６は用地補償、道路工を推進
 （用地取得率：約４割）
［今後の予定］
・未買収用地の早期取得を目指
して交渉を進めていく。

［現状］
・Ｒ６は歩道工を推進
 （用地取得率：約９割）
［今後の予定］
・西側歩道の工事を進めると
ともに、未買収用地の早期
取得を目指して交渉を進め
ていく。

【道路事業】
［現状］
・Ｒ６は用地補償、道路工を推進
［今後の予定］
・未買収用地の早期取得を目指し
て交渉を進めていく。

・用地取得箇所から順次工事を実
施していく。

【街路事業】
［現状］
・Ｒ６は道路工、
 情報BOX工※を推進
［今後の予定］
・Ｒ６事業完了予定

県道大富藤枝線私が議員でなかった4年間を総点検!
取り組みの遅れを取り戻す!!
私が議員でなかった4年間を総点検!
取り組みの遅れを取り戻す!!

　私が議員でなかった4年間の心配事の1つとして、「私が推進
してきた事業の進捗状況とその報告」があります。
　現場に足を運び、関係者のお話を聞かせて頂くと、「道路や河
川、公園等、整備に時間がかかるのはわかるけど、最近どうなって
いるの？」という声が聞かれます。
　目に見える形で整備が行われていない時でも、測量や地権者
との用地交渉等が進められていることがあります。 しかし、そうし
た状況をきちんと報告していないと「最近、何も事業が進んでい

ない。」と思われてしまいます。
　私の県政報告資料「大ジェスト」は、「年間4回開催される定
例会の内容」と、「その間に私が行っている調査や要望、各事業
の進捗管理等、その状況」を報告する為のものです。
　今後も、県民の皆様のご理解を頂きながら、各取り組みを推
進し、安心・安全で活力のある地域づくりを目指し、努力して参り
ます。

瀬戸川保福島親水公園

（上流から）
瀬戸川保福島親水公園整備個所

国道150号バイパス
※情報BOXとは
・「情報BOX」とは、光ファイバーケーブルを収める為のさや
管を、複数（通常は6管）内部に収めた管路で、主に、国が
管理する国道の地下に設置しています。
・「情報BOX」には、安全で快適に道路を利用出来るように
道路を監視したり、道路利用者へ情報を提供する等の為
の光ファイバーが敷設されています。
・また、当面空いているさや管は、IT社会の実現に向け、全
国的な光ファイバーネットワーク構築を支援する為に、通
信関連会社等の民間業者に開放しています。

《インターロッキングブロック舗装とは》
・インターロッキングブロック舗装とは、通常のアスファ
ルト舗装（見た目が黒い舗装）と異なり、インターロッ
キングブロックで表層を構築する舗装のことです。
 （街中の歩道等によく使われています。）

・インターロッキングブロックとは、ブロ
ック同士のかみ合わせによって交
通荷重を分散させる方式の高強度
ブロックのことです。
 （多種多様な形状・寸法・色調のも
のがあり、組み合わせで多くのパタ
ーンを作ることが出来ます。）

R6インターロッキングブロック舗装工
A=400m2

工事概要

河川海岸環境整備事業 施工箇所（右岸上流から）

R6インターロッキングブロック舗装工
A=400m2

工事概要

河川海岸環境整備事業 施工箇所（右岸下流から）

第36号2 第36号3

　本年２月２０日午後、焼津市三右衛門新田の市道で下校
中の小学生３人がはねられ大怪我を負った事故で、焼津市、
静岡県警察、島田土木事務所等は、４月２２日から焼津市内
の小中学校の通学路や保育園・幼稚園の散歩経路の合同
点検を行いました。 そして、４月２６日に対策会議を開き、点検
結果の共有を行う等、交通事故防止対策を協議致しました。
　合同点検の参加者からは、横断歩道の白線等が薄くなって
いること(県警察の対策)の他、外側線やセンターラインの引き

直しの検討（道路管理者である焼津市の対策）等が指摘され
ました。
　これを受け県警察は、６月から８月にかけて、横断歩行者の
安全を確保する為、横断歩道等の補修を順次行っておりま
す。
　県警察におきましては、今後も道路管理者である焼津市と
連携し、必要な対策を講じて参ります。

交通安全対策

県内他地域より遅れていた焼津市内の計画が6月7日に公表県内他地域より遅れていた焼津市内の計画が6月7日に公表

　静岡県の治水対策の取り組みにつきましては、今まで
も機会あるごとに「大ジェスト」で紹介して参りましたが、
先日、県内他地域より遅れていた焼津市内の治水対策
の計画「水災害対策プラン」が策定され、6月7日に公表
されました。

　今後は、県・関係市が連携して計画に位置付けた各
種対策を実施するとともに、適宜、志太地域流域治水協
議会や幹事会を開催し、計画の進捗管理を行い、既に
策定されている「流域治水プロジェクト」と併せて、治水
対策の推進を図って参ります。

　「水災害対策プラン」や「流域治水プロジェクト」にも
記載されているとおり、静岡県では、定期的に河川にお
ける堆積土砂の浚渫を行っております。

　今後も河川の適切な維持管理に努め、安心安全に
暮らせる地域づくりに取り組んで参ります。

河川の適切な管理河川の適切な管理

「水災害対策プラン」と「流域治水プロジェクト」につきましては、
私のホームページの「ニュース」下段の各項目をクリックすることで
ご覧頂けます。

河川清掃の負担軽減！河川清掃の負担軽減！

　静岡県における河川清掃の負担軽減への取り組みにつきまし
ては、今までも機会あるごとに「大ジェスト」で紹介して参りましたが、
県内他地域より遅れていた島田土木事務所へのリモコン式草刈
り機の配備が、昨年度行われました。
　その結果、草刈り作業の負担軽減が図られる等の評価を頂く一
方、草刈機の軽量化を求める御意見等も頂きました。 そこで、今年
度におきましては、更なる除草の効率化を図る為、軽トラックでの運
搬が可能な小型の機種を8月までに導入することと致しました。
　今後も、配備台数の追加等、一層の効率化を図るとともに、地
域の皆様の利用実態に応じて、使いやすくなるよう、改善に努めて
参ります。

・ 昨年度、焼津市を管轄する島田土木事務所に
  リモコン式草刈り機2台を配備
・ 今年度、軽トラックでの運搬が可能な
  小型の機種を8月までに1台導入決定！

・ 昨年度、焼津市を管轄する島田土木事務所に
  リモコン式草刈り機2台を配備
・ 今年度、軽トラックでの運搬が可能な
  小型の機種を8月までに1台導入決定！

令和6年度 静岡県立焼津水産高等学校 実習船 「やいづ」 壮行式

道路標示（横断歩道）の補修前

道路標示（横断歩道）の補修後合同点検の実施状況 合同点検の実施状況

《焼津水産高等学校》
　焼津水産高等学校は、水産都市「焼
津」の地で、創立102年目を迎える歴史と
伝統があり、教育の質、規模ともに日本一
の水産高校として、全国にその名を知られ
た名門校です。 この間、1万7千人近くの
卒業生を輩出し、地元「焼津」の産業の発
展、静岡県の水産業の振興、更には、我が
国の水産業を牽引する人材を多数輩出し
て参りました。

　現在、少子化の進行に伴い「生産労働
人口」の減少が懸念されています。 こうし
た状況の中、焼津水産高等学校には、水
揚げ高日本一を誇る焼津港を中心とした
地域の産業を守り、食糧を安定的に供給
し、更には、誰もが安心して暮らせる「持続
可能な社会の実現」を目指して、地域の
未来を担う「逞しい人材」の育成が期待さ
れています。

　5月9日、静岡県立焼津水産高等学校 実習船「やいづ」壮
行式が行われました。
　壮行式は、実習生の航海の安全と大漁を願い、全校生徒
により実習生を見送る恒例行事です。 当日は、保護者・職員
等を含め、約620人が出席致しました。
　今回乗船した海洋科学科3年13名、専攻科1年11名の実
習生は、伊豆諸島東方海域での航海・機関実習、カツオ・ビン
ナガマグロ一本釣り実習、漁場調査、標識放流等の実践的な
活動を行いました。 
　日常とは異なる洋上では、様々な困難が待ち受けていたと
思いますが、仲間
と協力することで
乗り越え、「海の素
晴らしさ」「海の怖
さ」「海の恵み」を
実感し、人間として
大きく成長して、  
5月29日、全員が
元気に帰港致しま
した。

《実習船「やいづ」》
　実習船「やいづ」は、本県唯一の
大型実習船であり、現船は竣工から
16年目を迎えます。 この間、充実し
た海洋・漁場調査に加え、漁業後継
者の育成に熱心に取り組み、本県
水産業の発展に貢献して参りまし
た。 また、「静岡県の船」として、県民
の日クルーズや焼津少年の船等、県
民や地域の皆様に海に親しんで頂
く機会を提供し、多くの子供たちに
夢と希望を与えて参りました。 更に、
今年２月には、ミクロネシア連邦に寄
港し、現地の高校生と交流する等、
コロナ禍で中断していた海外寄港
地活動も再開致しました。 今後も、
水産業及び関連産業のリーダー的
人材の育成が期待されています。

≪小川小学校周辺の横断歩道の補修≫

【質問】 令和7年には６５歳以上の５人
に１人が認知症を発症すると推計されお
り、認知症の方のおひとりでの外出によ
る行方不明は、令和４年には２８３件で
あったと聞いています。
　認知症の方の見守りについて、県内
でもいくつかの市町において、ＩＣＴ機器
を活用した「見守りシステム」が導入され
ていると聞いていますが、デジタル技術を
最大限に活用することは、見守り体制に
大きな効果があると考えており、一層加
速させていくべきではないかと思います。

　認知症は特別な病気ではなく、認知症
になっても家族の付き添いなく買い物や
散歩を楽しめるような地域づくりを進め、
認知症の方 も々社会の一員として過ごし
て頂く為にも、地域や行政をあげて温かく
見守る必要があります。
　そこで、デジタル技術を活用した見守
り体制を県下に広めていく等、認知症の
方たちが安心して外出できる地域づくり
をどのように進めていくのか、県の所見を
お伺い致します。

【答弁】 認知症の方が安心して外出す
る為には、地域の見守り体制づくりととも
に、行方不明になった際に早期発見出
来るよう、市町域を越えた体制の構築及
びＩＣＴの活用が重要であると認識してお
ります。
　この為、県では、広域で早期に発見・
保護出来るよう市町間の連絡体制を整
え、市町や警察署等と連携し、運用して
おります。 また、令和６年３月現在、県内
２１市町において、ＩＣＴを活用した見守り
システムが導入されております。
　市町の見守りシステムは、地域事情を
踏まえ、発信器を貸し出しＧＰＳで把握出
来るものや、ＱＲコードにより本人確認が
可能となるもの等、様々である為、県とし
ましては、市町ごとのシステムの状況や
活用事例を紹介し、導入に向けた課題

等を共有する会議を開催する等、市町域
を超えて行方不明が起こることを想定し、
他市町のシステムへの理解向上やＩＣＴ
の新規導入を支援して参ります。
　また、県民の皆様が認知症に関する
正しい知識を身に付け、理解を深めると
ともに、生活のあらゆる場面で障壁を減ら
していく「認知症バリアフリー」を進めるこ
とも重要です。 その為、今年度新たに、
スーパー等、生活関連企業の管理職等
を対象に、認知症症状を体験したり、認
知症の方や家族と意見交換を行う交流
会を開催して参ります。 これらの取り組
みを通じて、県民の皆様の認知症に対す
る理解を深め、認知症の方が安心して外
出し、店舗やサービスを利用出来る優し
い街づくりを進めて参ります。

認知症の方が安心して外出できる
優しい街づくりを推進！

認知症の方が安心して外出できる
優しい街づくりを推進！

認知症の方の見守り本会議
質問・答弁要旨
本会議
質問・答弁要旨

　焼津市におきましても、ICTを活用した見守
りシステムを導入しています。
　詳しい内容につきましては、焼津市地域包括
ケア推進課 054－626－1219 までお問い合わせ
ください。

堆積土砂の浚渫前 作業状況 堆積土砂の浚渫後

塚本大が市議会議員時代から
力を入れて取り組んでいる

塚本大が市議会議員時代から力を入れて取り組んでいる 治水対策！治水対策！


